
会議の名称

出  席  者

世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築基本構想見直し（案）について 教育委員会事務局

世田谷区立松沢中学校改築整備方針（案）について 教育委員会事務局

世田谷区立八幡小学校改築整備方針（案）について 教育委員会事務局

世田谷区立学びの多様化学校（不登校特例校）等基本計画（案）につい
て

教育委員会事務局

審議概要 1

【意見等】
・世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築基本構想見直し（案）を取りまとめたので決定する旨の説明
があった。
・見直しにあたりどのような工法の工夫、配慮を行ったのかという質問に対し、これまでの不調の
要因のうち、擁壁工事の難易度が高いという点については、擁壁に負担のかからない工法への見直
しを行った旨の回答があった。また、擁壁工事を踏まえ、９年という長期間の工期になり、建築費
が上昇し続けている状況において工事費の先行きが懸念された点については、仮設校舎を一括で整
備することにより２年間の工期の短縮を行っている旨の回答があった。

【審議結果】
・付議事案を了承とする。

審議概要 2

【意見等】
・世田谷区立松沢中学校改築整備方針（案）を取りまとめたので決定する旨の説明があった。
・校舎の再配置による近隣への影響及びその対応に関する質問に対し、今後地域住民へ丁寧な説明
を行っていく中で、いただいた意見を踏まえ、技術的な細かな配慮の検討を行っていく旨の回答が
あった。

【審議結果】
・付議事案を了承とする。

審議概要 3

【意見等】
・世田谷区立八幡小学校改築整備方針（案）を取りまとめたので決定する旨の説明があった。
・改築により延床面積が増えている理由について質問があり、古い校舎であるため、現在求められ
ている普通教室の大きさ等が不足しており、その他必要な設備等の延床面積を踏まえ、面積増と
なった旨の回答があった。

【審議結果】
・付議事案を了承とする。

区長、中村副区長、岩本副区長、松村副区長、教育長、技監、世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉
川総合支所長、砧総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、総務部長、区長室長、生活文化政策部
長、環境政策部長、保健福祉政策部長、都市整備政策部長、教育政策・生涯学習部長

会　議　録
令和６年１２月２３日開催政策会議

開催日時
令和６年１２月２３日（月曜日）午前９時００分から
　　　　　　　　　　　　　午後６時００分まで

審議概要 4

【意見等】
・計３回の学びの多様化学校（不登校特例校）等基本計画策定委員会を実施し、基本計画について
の検討結果に係る報告書を受け、教育委員会として基本計画（案）を取りまとめた旨所管部より説
明があった。

【審議結果】
付議事案を了承する。
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家庭部門における脱炭素施策の再構築について 環境政策部

在宅避難（マンション防災）推進の取組みの実施について 危機管理部

区レンタサイクル事業の廃止及び民間シェアサイクル事業への完全移行
について

土木部

世田谷区地域公共交通計画の案について 道路・交通計画部

上用賀公園拡張事業の実施方針及び要求水準書（素案）について
危機管理部
スポーツ推進部
みどり３３推進担当部

審議概要 8

【意見等】
・世田谷区地域公共交通活性化協議会における審議等を踏まえ、世田谷区地域公共交通計画の案を
取りまとめた旨の説明があった。
・砧地区以外の「重点検討地域」における新しい交通の導入可能性に関する質問に対し、地域の特
性やニーズに応じ、オンデマンドや定時定路線、グリーンスローモビリティがよいのか等を具体的
に検討していく旨の回答があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 7

審議概要 9

【意見等】
・上用賀公園拡張事業に係るDBO事業者の公募に向け、住民説明会や本事業へ参加を希望する事業者
との対話等を実施し、外部の学識経験者による審査委員会を経て取りまとめた実施方針及び要求水
準書（素案）について説明があった。

【審議結果】
 付議事案を了承とする。

【意見等】
・区レンタサイクル事業のあり方に関する検討結果を踏まえ、同事業を廃止するとともに、民間
シェアサイクル事業への完全移行を決定する旨の説明があった。
・区レンタサイクル事業におけるチャイルドシート付電動アシスト付自転車の貸出しの有無に関す
る質問に対し、同事業では合計２２台の貸出自転車があり、利用率は１％に留まるものの、需要は
あると認識している旨とあわせて、民間事業にはチャイルドシート付自転車が無いため、他区の実
証実験を踏まえながら、協定事業者に対して要望していく旨の回答があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 5

【意見等】
・世田谷区地球温暖化対策地域推進計画において定めた温室効果ガス排出量を２０３０年度までに
２０１３年度比で５７．１％削減するという目標の実現に向けた、家庭部門の脱炭素化施策のロー
ドマップ等について説明があった。
・戸建て住宅だけでなく集合住宅への働きかけも重要であるという意見に対し、集合住宅について
は再生可能エネルギーへの切替促進のほか、効果的で実現可能な施策を精査し、積極的に展開して
いくとの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 6

【意見等】
・区内の居住実態や防災カタログギフトの取り組み結果を踏まえ、令和７年度には在宅避難の更な
る推進と自助・共助を基軸とした集合住宅（マンション）居住者の防災意識の向上を図るため、集
合住宅（マンション）居住者に焦点をあてた共助を促すマンション防災推進の取組みを実施すると
説明があった。
・マンションの管理会社をとおして、マンション居住者へ情報発信をしていける取り組みを検討し
ていくと説明があった。

【審議結果】
付議事案を了承とする。
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新たな金銭管理支援事業の実施について
総合支所
保健福祉政策部

せたがや若者フェアスタート事業(世田谷区児童養護施設退所者等支援事
業)の見直しについて

子ども・若者部

世田谷区一般廃棄物処理基本計画（案）について 清掃・リサイクル部

（仮称）世田谷区犯罪被害者等支援条例案、運用方針案及び支援策案に
ついて

生活文化政策部

（仮称）世田谷区犯罪被害者等支援等基金の創設について 生活文化政策部

備　　考
所  管  課

(会議録作成所管)

審議概要 10

【意見等】
・成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の申請から制度利用開始までの間に金銭管理が困難に陥る
状況になった場合の金銭管理支援事業を新たに実施するとともに、機会を捉えて、自治体での現状
を踏まえた法整備や補助のあり方などについて国へ要望していくとの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

政策経営部　政策企画課

審議概要 11

【意見等】
・せたがや若者フェアスタート事業の対象者とメニューを拡充する旨の説明があった。
・自治体間で支援の差が生まれないようにするべきではないかという問いに対し、国に働きかけを
していくとの回答があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 12

【意見等】
・世田谷区一般廃棄物処理基本計画（案）について、素案からの変更点に加え、プラスチック分別
収集・再資源化の方向性と、不燃ごみ全量資源化の取組みの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 13

【意見等】
・（仮称）世田谷区犯罪被害者等支援条例案、運用方針案及び支援策案について、犯罪被害者等支
援条例あり方検討委員会の意見等を踏まえた、条例素案、運用方針（第２次）及び支援策素案から
の変更点についての説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 14

【意見等】
・犯罪被害者等ができる限り速やかに安全で安心できる生活を送ることができるよう、犯罪被害者
等へ寄り添った支援を持続的に行い、また、犯罪被害者等の尊厳を尊重し、犯罪被害者等に対して
優しい地域社会を構築していく資金とするため、「（仮称）世田谷区犯罪被害者等支援等基金」を
創設するとの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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